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公益財団法人 神奈川県病院協会会長 様  

  

     神奈川県健康医療局医療危機対策本部室長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

  

「発熱等診療予約センター」の設置について（通知） 

  

本県の感染症対策の推進につきましては、日ごろから格別の御協力をいただき厚く御礼申し上

げます。 

これから冬を迎え、季節性インフルエンザの流行期に入ると、発熱等の風邪症状のある人が増

加する可能性があります。新型コロナウイルスか、季節性インフルエンザによる症状か鑑別が困

難な場合もあり、かかりつけ医で受診できない人が出てくることが懸念されます。 

そこで、県ではこの度、県医師会及び貴会と連携し、発熱などの症状のある人が受診する医療

機関が見つからない「受診難民」を生み出さないことを主な目的として、かかりつけ医で受診が

できない場合、診療可能な医療機関の予約を行う「発熱等診療予約センター」を設置することと

しました。 

つきましては、貴会員への周知をお願いいたします。 

また、このことに伴い、新型コロナウイルス感染症の疑いのある方からの相談窓口であった県の「帰

国者・接触者相談センター」は終了しますが、同じく運用中の「感染症専用ダイヤル」の一部相談窓

口を24時間体制に変更し、休日、夜間の急な相談にも引き続き対応していきます。 

なお、本件については、公益社団法人神奈川県医師会会長あて、別途通知していることを申し

添えます。 

 

１ 発熱等診療予約センターについて 

(1) 開設日時 

令和２年11月２日（月）午前９時 

 

(2) 電話番号 

０５７０－０４８９１４ 

※ 一部のIP電話など上記番号へつながらない電話は045-285-1015へ 

 

(3) 受付時間 

    午前９時から午後９時（土日祝日含む） 

 

 

よ や くじゅしん 



 ２ 帰国者・接触者相談センターの廃止について 

  (1) 廃止日時 

    令和２年11月２日（月）午前９時 

 

  (2) 廃止後の夜間・休日等の相談窓口 

    新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル（０５７０－０５６７７４）の１番「健康・医

療に関すること」 

※ 一部のIP電話など上記番号へつながらない電話は045-285-0536へ 

 

(3) 受付時間 

    24時間（土日祝日含む） 

    ※ 現状の午前９時から午後９時までの受付時間を拡大 

 

３ その他 

・ 発熱等診療予約センターからの予約を受け付けていただける発熱診療等医療機関の指定申

請は、現在も県で受け付けています。 

・ 国庫補助金（インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金）の申請に

ついて、当初10月30日が締め切りとされていましたが、国のQAによれば同日以降も国庫補

助金申請を受け付けるとのことですので、希望する場合は、発熱診療等医療機関として本県

で指定後、厚生労働省まで直接提出をお願いします。 

 

 

【添付資料等】 

・発熱等診療予約センター 医療機関向けマニュアル（初版） 

・令和２年10 月 20 日記者発表資料 

「「発熱患者対応」の神奈川モデル 発熱等診療予約システムについて」 

 

 

 

 

 

問合せ先 

感染症対策グループ 山田（健）・落合・馬場 

電 話 045-210-4791（直通） 

 ﾌｧｸｼﾐﾘ 045-633-3770 

こ ろ な な し 



 

 

 

 

 
発熱診療対応の「神奈川モデル」 

医療機関向け 

マニュアル 
                   （初版） 

 

 

 

 

 

 

神奈川県医療危機対策本部室 
 

 

（令和２年 10 月 28 日） 
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令和２年 10 月 20 日 
記者発表資料 

「発熱患者対応」の神奈川モデル 発熱等診療予約シ
ステムについて 

県は、この度、季節性インフルエンザ流行期に向けた施策として、発熱などの症状のある方が、か

かりつけ医での受診ができない場合、その方に代わり診療可能な医療機関の予約を行う「発熱

等診療予約センター」を立ち上げます。 

また、このことに伴い、新型コロナウイルス感染症の疑いのある方からの相談窓口であった県の

「帰国者・接触者相談センター」は終了しますが、同じく運用中の「感染症専用ダイヤル」の一部

相談窓口を 24 時間体制に変更し、休日、夜間の急な相談にも引き続き対応していきます。 

１．開設日時 

令和２年 11 月２日（月曜日） 午前９時 

２．電話番号 

0570-048914 

※一部 IP 電話など上記番号へつながらない電話はこちらへ 

045-285-1015 

【新たな電話相談体制】 

 



 

 

問合せ先  

神奈川県健康医療局医療危機対策本部室 

医療危機対策企画担当課長 山田 電話 045-285-0559 

感染症対策グループ 小野 電話 045-210-4793 


